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和歌山市税条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１４号 

和歌山市税条例の一部を改正する条例 

和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 附則第６条第１９項中「平成２３年法律第１０８号」の次に「。第２号ア及びウにおいて「再生可

能エネルギー電気特措法」という。」を加え、「令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで」を

「令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで」に改め、同項各号を次のように改める。 

（１）太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの 当該特定

再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に３分の１を乗じて得

た額 

（２）次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固

定資産税の課税標準となるべき価格に２分の１を乗じて得た額 

  ア 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（再生可能エネルギー電気特措法第

２条第５項に規定する認定発電設備（イ及びウ並びに次号において「認定発電設備」という。

）であるものに限る。第５号において「特定水力発電設備」という。）で総務省令で定める規

模未満のもの 

  イ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるものに限る。

第４号イにおいて「特定地熱発電設備」という。）で総務省令で定める規模以上のもの 

  ウ バイオマス（再生可能エネルギー電気特措法第２条第３項第５号に規定するバイオマスをい

う。）を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるものに限る。

）で総務省令で定める規模未満のもの 

（３）風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるものに限る。以

下この号及び次号アにおいて「特定風力発電設備」という。）で海洋再生可能エネルギー発電設

備の整備に関する法律（平成３０年法律第８９号）第２２条第１項に規定する認定公募占用計画

において設置する旨が記載されたもの 当該特定風力発電設備に係る固定資産税の課税標準とな

るべき価格に５分の３を乗じて得た額 

（４）次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固

定資産税の課税標準となるべき価格に３分の２を乗じて得た額 

  ア 特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの 

  （ア）港湾法第３７条第１項（第１号に係る部分に限る。）の占用の許可を受けた者が、当該占

用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備 

  （イ）地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第２２条の３第３項第

１号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備 

  （ウ）農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律

（平成２５年法律第８１号）第８条第３項に規定する認定設備整備計画において整備する旨

が記載された設備 

  イ 特定地熱発電設備（第２号イに掲げるものを除く。） 

（５）特定水力発電設備（第２号アに掲げるものを除く。） 当該特定水力発電設備に係る固定資産
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税の課税標準となるべき価格に４分の３を乗じて得た額 

 附則第７条の６の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、同条第１

項中「（以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。）」及び「で政令で定めるもの」を

削り、「平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設で

あることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、」を「令和８年４月１日から令和

１１年３月３１日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて」に、「高齢者移動等円滑

化法第２条第１号」を「同条第１号」に、「当該施設」を「当該家屋」に、「、高齢者移動等円滑化

法」を「、当該利便性等向上改修工事に係る部分が同法第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑

化基準又は同法」に、「掲げる高齢者移動等円滑化法」を「規定する同法」に改め、「もの（」の次

に「総務省令で定めるものを除く。」を加え、「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」

に改め、同条第２項及び第３項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得されたこの条例による改正

前の和歌山市税条例（以下「旧条例」という。）附則第６条第１９項に規定する特定再生可能エネ

ルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧条例附則第７条の６第１項に規定する

利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧条例附則第７条の６第１項に規定

する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計

画税については、なお従前の例による。 

（令和８年６月３０日掲示済） 
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和歌山市印鑑条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１５号 

和歌山市印鑑条例の一部を改正する条例 

和歌山市印鑑条例（昭和４７年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、印鑑登録者が、和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例（令和３年

条例第６号）第３条第１項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して印鑑登録証

明書の交付を申請するときは、印鑑登録証を添えることを要しない。 

第１２条第２項中「前項」を「前項本文」に、「の個人番号カードであって」を「に規定する個人

番号カードをいう。）、特定在留カード（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）

第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カードをいう。）又は特定特別永住者証明書（日本国

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１

号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書をいう。）であって」に、「第２２条第１

項の」を「第２２条第１項に規定する」に、「をいう。次条及び第１６条第２号において同じ」を「

（次条及び第１６条第２号において「個人番号カード等」と総称する」に改める。 

第１３条中「個人番号カード」を「個人番号カード等」に、「第３５条の２第１項の」を「第３５

条の２第１項に規定する」に改める。 

第１６条第２号中「個人番号カード」を「個人番号カード等」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（令和８年６月３０日掲示済） 
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和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１６号 

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例 

和歌山市立保育所条例（昭和３２年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項第３号中「４月から６月まで」を「４月から８月まで」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和８年６月３０日掲示済） 



           和歌山市公報（号外第７号）  令和８年（２０２６年）６月３０日 

 

－7－ 

和歌山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１７号 

和歌山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 和歌山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第６６号）の一

部を次のように改正する。 

第２条中「（附則第２項から第４項まで、第６項及び第７項」を「（附則第２項から第４項まで及

び第６項から第８項まで」に、「。附則第２項から第４項まで、第６項及び第７項」を「。附則第２

項から第８項まで」に改める。 

附則第５項中「児童福祉法第１８条の１８第１項の登録を受けた者に限る」を「府令第３３条第１

項本文に規定する保育士をいう」に改め、「第２項」の次に「及び府令第３３条第３項本文」を加え

る。 

 附則第７項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に改め、「、「２５人」とあるの

は「３０人」」を削る。 

 附則に次の１項を加える。 

８ 当分の間、第２条の規定により条例で定める基準とされる府令第３３条第２項本文の規定による

保育士の数については、「２５人」とあるのは「３０人」とすることができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（令和８年６月３０日掲示済） 
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和歌山市特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置に関する条例を公布す

る。 

令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１８号 

和歌山市特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置に関する条

例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号。以下「法」という。）第

３８条第３項、第４５条第１項及び第５４条第１項の規定に基づき、雨水貯留浸透施設、保全調整池及

び貯留機能保全区域の標識の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（雨水貯留浸透施設の標識の設置） 

第３条 法第３８条第３項の規定による雨水貯留浸透施設の標識の設置については、特定都市河川浸水被

害対策法施行規則（平成１６年国土交通省令第６４号。以下「省令」という。）第２７条で規定すると

ころによるものとする。 

（保全調整池の標識の設置） 

第４条 法第４５条第１項の規定による保全調整池の標識の設置については、省令第３３条で規定すると

ころによるものとする。 

（貯留機能保全区域の標識の設置） 

第５条 法第５４条第１項の規定による貯留機能保全区域の標識の設置については、省令第４０条で規定

するところによるものとする。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和８年６月３０日掲示済） 
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和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１９号 

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業施行条例（昭和４８年条例第４９号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条中「黒田の一部、納定の一部、吉田の一部、太田の一部」を「黒田１丁目の一部、黒田２丁

目の一部、黒田３丁目、黒田４丁目、黒田５丁目、黒田６丁目、納定１丁目、太田３丁目の一部」に

改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。  

（令和８年６月３０日掲示済） 
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和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第２０号 

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 和歌山市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１８条の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じた和歌山

市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき

事由の生じた同号に規定する葬祭補償については、なお従前の例による。 

（令和８年６月３０日掲示済）  
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和歌山市予防接種事故災害補償規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年６月１７日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５１号 

   和歌山市予防接種事故災害補償規則の一部を改正する規則 

和歌山市予防接種事故災害補償規則（平成２２年規則第７７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「４８，０００，０００円」を「４９，５００，０００円」に改める。  

第４条第２項第１号中「４８，０００，０００円」を「４９，５００，０００円」に改め、同項第

２号中「３１，９６０，０００円」を「３２，９６０，０００円」に改め、同項第３号中「２４，

３９９，０００円」を「２５，１６３，０００円」に改める。  

附 則  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

２  この規則による改正後の和歌山市予防接種事故災害補償規則（次項において「新規則」という。

）第３条第２項の規定は、その死亡が行政措置予防接種（和歌山市予防接種事故災害補償規則第２

条に規定する行政措置予防接種をいう。次項において同じ。）を受けたことによるものであると市

長が認定した者で、当該者について身体の異常が生じたことを市長が知った日が令和８年４月１日

以後の日であるものに係る同条第１項の規定による補償の額について適用する。  

３  新規則第４条第２項の規定は、その障害が行政措置予防接種を受けたことによるものであると市

長が認定した者で、当該者について身体の異常が生じたことを市長が知った日が令和８年４月１日

以後の日であるものに係る同条第１項の規定による補償の額について適用する。 

（令和８年６月１７日掲示済）  
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和歌山市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則及び和歌山市保健所長に対する事務委任規則

の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年６月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５２号 

和歌山市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則及び和歌山市保健所長に対する事

務委任規則の一部を改正する規則 

 （和歌山市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則の一部改正） 

第１条 和歌山市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則（平成２６年規則第９５号）の一部を

次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    和歌山市小児慢性特定疾病医療費の支給等に関する規則 

第１条中「支給」の次に「及び法第１９条の２２第４項に規定する小児慢性特定疾病要支援者証

明事業に係る小児慢性特定疾病登録者証（以下「登録者証」という。）の発行」を加え、「。第９

条において「政令」という。」を削る。 

第２条の見出しを「（小児慢性特定疾病医療費支給認定及び小児慢性特定疾病医療登録者証に係

る申請書）」に改め、同条中「第７条の９第１項」の次に「及び第７条の２７第１項」を加え、「

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（新規・継続）」を「小児慢性特定疾病医療費支給認定及

び小児慢性特定疾病登録者証申請書（新規・更新・変更）」に改める。 

第３条の見出しを「（小児慢性特定疾病医療受給者証等の記載事項の変更に係る届出書）」に改

め、同条中「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請事項変更届出書」を「小児慢性特定疾病医療受

給者証等記載事項変更届出書」に改める。 

第５条中「第１０条」を「第９条」に改める。 

  第８条を削る。 

第９条第１項中「別記様式第９号」を「別記様式第８号」に改め、同条第２項中「別記様式第１

０号」を「別記様式第９号」に改め、同条第３項中「別記様式第１１号」を「別記様式第１０号」

に改め、同条第４項中「別記様式第１２号」を「別記様式第１１号」に改め、同条第５項中「別記

様式第１３号」を「別記様式第１２号」に改め、同条第６項中「別記様式第１４号」を「別記様式

第１３号」に改め、同条を第８条とする。 

第１０条第２項中「別記様式第１５号」を「別記様式第１４号」に、「別記様式第１６号」を「

別記様式第１５号」に改め、同条を第９条とする。 

 別記様式第１号を次のように改める。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

（表面） 

小児慢性特定疾病医療費支給認定及び小児慢性特定疾病登録者証申請書（新規・更新・変更） 

受
診
者 

フリガナ    年齢  生年月日  

氏 名       歳          年   月   日  

個人番号              

居住地   

医
療
保
険 

被保険者氏名   受診者との続柄   

記号・番号   

保険者名   

申
請
者
（
※
１
） 

フリガナ    受診者との関係  

氏 名      

個人番号              

居住地   

電話番号  自宅   -   -     携帯    -     -       (父・母) 

疾病名    

受診を希望する  
指定医療機関  

名 称  所 在 地  

   

（指定医療機関であれば、記載した医療機関以外でも受給者証の使用が可能です。）  

自己負担上限月額の特例
について  

高額かつ長期  □申請する  □申請しない  行
政
記
載
欄 

該当  ・  非該当  

重症患者認定  □申請する  □申請しない  該当  ・  非該当  

人工呼吸器等装着  □申請する  □申請しない  該当  ・  非該当  

世帯按分特例  □申請する  □申請しない  該当  ・  非該当  

今回申請する受診者と同じ世帯内にいる指定難
病又は小児慢性特定疾病の医療費助成対象者  
（申請中含む）(※２) 

有  ・  無  
氏名  

(受給者番号) 

 
 

(              ) 

種別  

小慢  ・  指難  

今回申請する受診者が指定難病の医療費助成  
対象者の場合（申請中含む）(※３) 

有  ・  無  受給者番号   

小児慢性特定疾病医療費
の支給を開始することが
適当と考えられる年月日  
（※４、５）  

 
 年  月  日  

【左記の欄が申請日から１か月以上前の年月日となっている理由】  
 □  医療意見書の受領に時間を要したため  
 □  症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため  
□  大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため  

 □  その他〔                        〕  

小児慢性特定疾病登録者
証の発行について(※６) 

□希望する  
□希望しない  

登録者証発行を希望された場合、受診者のマイナンバー情報に小児慢
性特定疾病に罹患していることが掲載されます。  

変更があった事項  
(変更申請時のみ記載) 

□病名  □高額長期  □重症  □人工呼吸器等  □世帯按分  
□階層区分認定に係る事項(所得、医療保険の変更等) □その他  

上記のとおり、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を申請します。  
   年   月   日   

申請者氏名  
    （宛先）和歌山市保健所長  

(※１)申請者は原則、受診者が１８歳未満の場合は被保険者（保護者）、受診者が１８歳以上の場合は受診者本人となります。受診者
本人が申請する場合は、続柄欄に「本人」とだけ記入してください。  
(※２)(※３)受給者証の写しを添付してください。  
(※４)支給開始日は申請日から１か月前（やむを得ない理由がある場合は３か月前）まで遡ることが可能です。ただし、「診断年月日
」より前の日に遡ることはできません。診断年月日とは、今回の申請において認定基準を満たすと総合的に判断した日です。  
(※５)更新の場合は、原則記入不要です。  
(※６)「希望する」を選択した場合、市区町村がマイナンバーを用いた情報連携により、災害対策基本法による避難行動要支援者名簿
等の作成事務において登録者情報を確認することがあります。  
(※)更新は必ず現在の受給者証の有効期間内にお手続きください。期限を過ぎた場合は新規申請扱いとなる可能性があります。  

裏面に続く  
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（裏面） 

支給認定基準世帯員（受診者と同じ医療保険に加入する者） 

氏 名 受診者との続柄 個 人 番 号  

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

【世帯の市民税が非課税の方のみご記入ください。】 

申請者(※)の課税対象外の手当・年金等の収入について、該当するものにチェックしてください。 

(※)申請者は原則、受診者が１８歳未満の場合は被保険者（保護者）、受診者が１８歳以上の場合は受診者

本人です。 

所
得
の
状
況
に
関
す
る
事
項 

□ 障害年金（基礎・厚生・共済）を受給している。 

□ 遺族年金（基礎・厚生・共済）、寡婦年金を受給している。 

□ 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受給している。 

□ 

その他（労災保険の障害補償・給付、公務災害による障害補償、特別障害給付金、船員保

険の障害年金・手当金、各種共済組合の障害・遺族に対する職域加算・一時金、農林共済

年金 等）を受給している。  

□ 上記の年金等はいずれも受給していない。 

【添付書類について】 

申請者の、前年１月～１２月（１月から６月までの申請の場合は前々年１月～１２月）の収入（合計所得金

額と、上記の年金等の受給額の合計）が、児童福祉法施行令第２２条第１項第５号に規定する額以下である

場合は、必ずチェックを入れた年金等の受給金額を確認できるもの（振込通知書の写し、振込先通帳の振込

金額記載部分の写し等）を添付してください。 
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別記様式第２号を次のように改める。 
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別記様式第２号（第３条関係） 

小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書 

 

年   月   日  

 (宛先)和歌山市保健所長 

届出者  居住地                       

 

氏名                        

電話番号                      

受診者との続柄                   

個人番号                      

                     

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書及び小児慢性特定疾病医療受給者証に記載された事項に変

更がありましたので、児童福祉法施行規則第７条の９第３項の規定により次のとおり届け出ます。 

受 診 者 

氏 名 生 年 月 日 個 人 番 号 

  年  月  日             

 

変更のある

事項 

□保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先又は小児慢性特定疾病児童等との続柄 

□小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地又は個人番号 

□その他（                            ） 

変更前の内容 変更後の内容 

    

変更日       年   月   日 

備 考   

注意事項 変更のある事項のうち、該当するものにチェックを入れ、変更前と変更後の内容等を記載

してください。自己負担上限額（階層区分・人工呼吸器装着・高額かつ長期・重症患者認定）、疾

病名の変更については、支給認定の変更を行うため、「小児慢性特定疾病医療費支給認定及び小児

慢性特定疾病登録者証申請書（変更）」に記載し申請してください。 
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医療保険 
保険者名称   

記号及び番号    適用区分    

 

別記様式第６号中 

「 

                                      を削る。 

                                     」 

別記様式第８号を削る。 

別記様式第９号中「第９条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を別記様式第８号とする。 

別記様式第１０号中「第９条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を別記様式第９号とする。 

別記様式第１１号中「第９条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を別記様式第１０号とする。 

別記様式第１２号中「第９条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を別記様式第１１号とする。 

別記様式第１３号中「第９条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を別記様式第１２号とする。 

別記様式第１４号中「第９条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を別記様式第１３号とする。 

別記様式第１５号中「第１０条関係」を「第９条関係」に改め、同様式を別記様式第１４号とし、

同様式の次に次の１様式を加える。 
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別記様式第１５号(第９条関係) 

小児慢性特定疾病医療支援点数等証明書 

受診者氏名   受給者番号   

受給者証の有効期間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

病院又は診療所記載欄(小児慢性特定疾病の治療に係る点数等のみ記載してください。) 

診療年月 日 数 総点数 入院時食事療養費標準負担額 

年  月 
入院   日 点 円 

通院   日 点   

年  月 
入院   日 点 円 

通院   日 点   

年  月 
入院   日 点 円 

通院   日 点   

適 用 区 分   

備 考   

 

薬局又は指定訪問看護事業者記載欄(小児慢性特定疾病の治療に係る点数等のみ記載して 

ください。) 

診療年月 回数又は日数 総点数又は看護費用 

年  月 回・日 点・円 

年  月 回・日 点・円 

年  月 回・日 点・円 

適 用 区 分   

備 考   

 

  小児慢性特定疾病の治療に係る点数等を上記のとおり証明します。 

年   月   日 

所在地                     

名称                      

代表者職氏名                  

医療機関コード                 

  薬局にあっては薬局コード、訪問看護ステーションに

あっては訪問看護ステーションコード 
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－19－ 

別記様式第１６号を削る。 

（和歌山市保健所長に対する事務委任規則の一部改正） 

第２条 和歌山市保健所長に対する事務委任規則（平成１５年規則第４９号）の一部を次のように改

正する。 

  第２４項中第９号を第１０号とし、第３号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次

の１号を加える。 

 （３）法第１９条の２２第４項に規定する小児慢性特定疾病要支援者証明事業に係る小児慢性特定

疾病登録者証の発行に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の和歌山市小児慢性特定疾病医

療費の支給に関する規則の様式による用紙は、この規則による改正後の和歌山市小児慢性特定疾病

医療費の支給に関する規則の様式によるものとみなす。 

（令和８年６月１７日掲示済） 



           和歌山市公報（号外第７号）  令和８年（２０２６年）６月３０日 

 

－20－ 

和歌山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和８年６月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第５３号 

和歌山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則（平成２０年規則第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別記様式中「シニア海外ボランティア」を「シニア海外協力隊」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年７月１日から施行する。

（令和８年６月１８日掲示済） 
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－21－ 

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和８年６月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５４号 

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する規則の 

一部を改正する規則 

 和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する規則（平成１８年

規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式第１号（裏面）及び別記様式第９号（裏面）中「８０万９，０００円」を「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第４２条の４第

１項第３号に規定する額」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の別記様式第１号又は別記様式

第９号により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の別記様式第１号又は別記様

式第９号によるものとみなす。 

（令和８年６月３０日掲示済） 
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和歌山市告示第２３７号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和８年６月１８日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

年度 期別 種別 備考 

令和７年度 

令和８年度 

第１０期 

随１期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和８年６月３０日に変

更する。 

（別紙省略） 

（令和８年６月１８日掲示済） 
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－23－ 

和歌山市告示第２３８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年６月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和８年６月６日及び同月１０日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和８年６月２日及び同月８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番地１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

  月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和８年６月１８日掲示済）  



           和歌山市公報（号外第７号）  令和８年（２０２６年）６月３０日 

 

－24－ 

和歌山市告示第２３９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年６月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和８年６月１日、同月５日、同月８日及び同月

９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番地１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

  月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和８年６月１８日掲示済） 
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－25－ 

和歌山市告示第２４０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和８年６月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和８年６月１９日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和８年３月７日及び同月１３

日 

令和８年３月１８日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和８年３月５日 令和８年３月１８日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場 

令和８年３月９日、同月１１日

及び同月１３日 

令和８年３月１８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番地１ 

  電 話 ４２２－４１００

（令和８年６月１８日掲示済） 
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和歌山市告示第２４１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和８年 

６月２１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路建設課において告示の日から３０日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年６月１９日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

和歌山都市計画道路 

3・3・12号 今福神前線 

和歌山市今福４丁目地内  １３．９ 

～ ６７６．９６ ～ 

和歌山市堀止西１丁目１１－１３地先  １８．０ 

 （令和８年６月１９日掲示済）  
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和歌山市告示第２４２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和８年６  

月２９日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年６月２９日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

（令和８年６月２９日掲示済） 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１１－６８ 宮６８号線 

和歌山市秋月２１１番５地先 

      ～ 

和歌山市秋月２１１番８地先 

旧 ８６．９２ 

１．７０  

～ 

２．９０  

新 ８６．９２ 

４．００ 

～ 

５．００ 
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－28－ 

和歌山市告示第２４３号  

 市県民税森林環境税（普通徴収）督促状、固定資産税・都市計画税督促状を別紙の者に送

付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２

９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。  

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。  

  令和８年６月３０日  

和歌山市長   尾  花  正  啓    

（別紙省略）  

（令和８年６月３０日掲示済）  
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－29－ 

和歌山市告示第２４４号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送

達ができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条におい

て準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示

する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申

出により交付する。 

  令和８年６月３０日 

                                             和歌山市長 尾 花 正 啓 

（別紙省略） 

（令和８年６月３０日掲示済） 

 

 

 

    年 度 

 

 

      種    別 

 

 

        備      考 

 

令和６年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和８年７月２４日に変更する 

令和７年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和８年７月２４日に変更する 

令和８年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和８年７月２４日に変更する 

令和６年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年７月２４日に変更する 

令和７年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年７月２４日に変更する 
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和歌山市告示第２４５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和８年６月３０日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和７年度 

 

令和８年度 

第９期 

第１０期 

随時１期 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和８月７月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和８年６月３０日掲示済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－31－ 

和歌山市告示第２４６号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により

次のとおり告示し、同法同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

令和８年６月３０日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画第一種市街地再開発事業（和歌山市駅前南地区）の変更 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  追加する部分 

和歌山市東蔵前丁 

       屏風丁 

       杉ノ馬場一丁目 

   

の各一部  

 

３ 都市計画の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

（令和８年６月３０日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－32－ 

和歌山市告示第２４７号 

  令和８年６月２９日市議会定例会において議決された令和８年度補正予算の要領を、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別添のとおり公表する。 

    令和８年６月３０日 

                                        

 和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和８年６月３０日掲示済）  



 

 

－33－ 

和歌山市告示第２４８号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により

次のとおり告示し、同法同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

令和８年６月３０日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画高度利用地区の変更 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  追加する部分 

和歌山市東蔵前丁 

       屏風丁 

       杉ノ馬場一丁目 

 

の各一部  

 

３ 都市計画の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

 

（令和８年６月３０日掲示済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－34－ 

 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和８年６月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市木ノ本字別所９５２番２、字村ノ東１０３４番

１、１０３５番１ 

大阪府大阪市中央区南久宝寺町１－９－１ 

 ルート船場ビル８０１号室 

 ＳＩＡＭＯＰＬＵＳ合同会社 代表社員 富山由紀 

（令和８年６月２２日掲示済） 



 

 

－35－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和８年６月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市園部字藤原１０７３番３、１０７３番２６ 

和歌山市市小路３５４番地７ 

 有限会社浅井不動産 

 代表取締役 森久万夫 

（令和８年６月２２日掲示済）  



 

 

－36－ 

                       

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。                 

令和８年６月２４日       

和歌山市長 尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和８年６月１９日 

和建指第２７９２号 

和歌山市直川字小山畑８８

７番１５の一部、８９３番

２の一部、９００番の一

部、９０１番の一部、９０

２番の一部 

（登載省略） ６．００ｍ × ４５．１９ｍ 

 

 

 ４５．１９ｍ 

（令和８年６月２４日掲示済）  

 

 

 

                       

 



 

 

－37－ 

                       

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。                 

令和８年６月２６日       

和歌山市長 尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和８年６月２３日 

和建指第２７９０号  

和歌山市西高松一丁目２５

８番１ 

大阪府大阪市北区大淀中一

丁目１番３０号 

積水ハウス不動産株式会社 

代表取締役 大髙 一朗 

４．２０～６．００ｍ × ４５．

１１ｍ 

 

 

 ４５．１１ｍ 

 

（令和８年６月２６日掲示済）  

 

 



 

 

－38－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和８年６月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市秋月字城堀２０６番４の一部、２４１

番２の一部、２４２番、２４２番３、２４２番

４、２４２番６、２４５番２、２４９番３、２

４９番４、２５０番２、２５２番、里道、水路 

和歌山市太田一丁目９番１８号 

 株式会社惠昭不動産 

 代表取締役 太田恵示 

（令和８年６月２９日掲示済） 



 

 

－39－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第２６号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和８年６月２６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和８年７月１日（水）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市七番丁１７番地 

和歌山朝日ビルディング５階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて 

 

 

 

                            （令和８年６月２６日掲示済） 

 

  

 

 

 

 

 


